
 

地域医療連携推進法人の設立 

 

 

一般社団法人 ふじのくに社会健康医療連合（静岡市葵区

北安東）から、地域医療連携推進法人の認定申請があったた

め、県医療対策協議会の意見を伺うものである。 

 

 

＜参加法人＞ 

 ・地方独立行政法人静岡県立病院機構 

 ・独立行政法人地域医療機能推進機構 

 

 

 

議題３ 第３回静岡県 

医療対策協議会 

資料 

２ 

議題 

２ 

 



令和３年２月 12 日 

 

地域医療連携推進法人の設立 

（地方独立行政法人静岡県立病院機構） 

 

１ 概 要 

医師確保を図るため、静岡県立病院機構等を社員とする地域医療連携推進法人

（以下「連携推進法人」という。）を設立する。 

 

２ 法人の内容について 

静岡県立病院機構（総合病院）と地域医療機能推進機構（桜ヶ丘病院）の２法人

により、一般社団法人を設立。 

今後、県医療審議会の審議を経たうえで、連携推進法人の認定を得る。 

 

(1)名称：一般社団法人 ふじのくに社会健康医療連合 

（※医療審議会認可後 地域医療連携推進法人 ふじのくに社会健康医療連合） 

 

(2)社員：登記には２名以上の「人（社員）」が必要 

法人名（代表名） 

地方独立行政法人静岡県立病院機構（理事長 田中 一成） 

独立行政法人地域医療機能推進機構（理事長 尾身 茂） 

 

３ 設立日程 

地域医療構想調整会議 ２月 25 日（木） 

法務局での登記 ２月 25 日（木） 

地域医療連携推進法人の認定申請（県） ３月 ８日（月） 

医療審議会 ３月 23 日（火） 

地域医療連携推進法人の認定 ３月下旬 

 

第３回静岡県 

医療対策協議会 

資料 

２－１ 

議題 

２ 

 



地域医療連携推進法人設立まで

厚生労働省説明資料



地域医療連携推進法人のメリット等
○　法人運営上のメリット（医療連携推進業務の一例）
　 ・ 患者紹介・逆照会の円滑化･･･カルテの統一化、重複検査の防止
　 ・ 医薬品・医療機器等の共同購入･･･経営効率の向上
　 ・ 医師等医療従事者の再配置･･･病院間において、医療従事者を適

　　　正配置することができる。その際、医師、看護師等の人事交流は労働法
　　　規に則って実施すること。

厚生労働省説明資料
（令和元年７月２４日）より

地域医療連携推進法人の設立

県知事認定

県立病院機構

参
加
施
設

参
加
法
人

法定要件　病院等開設２法人

JCHO地域医療機能推進機構

地域医療連携推進法人

（仮称）ふじのくに社会健康医療連合
○ 医療連携推進方針　理念、運営方針、病院等相互間の機能の分担　　　　
　　　及び業務の連携に関する事項及び目標など

○ 組織　理事会、地域医療連携推進評議会
○ 事業費　参加法人による会費（事務局経費等）



理念及び主な運営方針
（理念）

・静岡県が進める地域医療構想の実現を図り、安心安全の地域

　医療を、将来にわたって安定的に確保することを目指す。

（主な運営方針）

・参加法人内の連携により確保、育成した医師の交流により、

　地域医療に貢献する志を持った医師が、継続的に連携推進法

　人内の病院で勤務する体制を構築し、将来を見据えた医療需

　要に対応できるよう業務の連携を進め、地域医療構想の実現

　を図る。

・参加法人の個性、特徴を活かした相互連携を進め、優秀な人

　材の育成や持続可能な経営を通じて地域に貢献する。

機能の分担及び業務の連携
（機能の分担及び業務の連携）

・地域医療に貢献する志を持った医師の確保及び育成

　医師確保策を推進する県行政との連携を強力に推進し、静岡

　県立総合病院における臨床に係る支援を通じて、地域医療に

　貢献する志を持った医師を確保、育成する。

・医師の交流

　確保及び育成した地域医療に貢献する志を持った医師が、本

　県の地域医療に必要な医療を提供する病院間を交流すること

　により、静岡県の地域医療の確保に貢献する。


